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二
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四
（
令
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六
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年
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介
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報
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改
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ベ
ー
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ア
ッ
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目
標
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
度
介
護
報
酬
改
定
案
で
は
、
訪
問
介
護
、
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
で
は
基

本
報
酬
を
引
き
下
げ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

介
護
職
員
の
人
手
不
足
が
深
刻
化
す
る
中
、
ヘ
ル
パ
ー
の
求
人
倍
率
は
十
五
倍
を
超
え
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
比
し
て
深
刻
な

状
況
に
陥
り
、
人
材
流
出
も
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
の
ま
さ
か
の
基
本
報
酬
減
に
、
介
護
現
場
か
ら
怒
り
の
声
が
集
ま
っ

て
い
る
。 

 

政
府
は
、
「
訪
問
介
護
に
つ
い
て
は
、
処
遇
改
善
加
算
に
つ
い
て
、
今
回
の
改
定
で
高
い
加
算
率
と
し
て
お
り
、
賃
金
体
系

等
の
整
備
、
一
定
の
月
額
賃
金
配
分
等
に
よ
り
、
ま
ず
は
十
四
・
五
％
か
ら
、
経
験
技
能
の
あ
る
職
員
等
の
配
置
に
よ
る
最
大

二
十
四
・
五
％
ま
で
、
取
得
で
き
る
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
「
介
護
現
場
で
働
く
方
々
に
と
っ
て
、
令
和

六
年
度
に
二
・
五
％
、
令
和
七
年
度
に
二
・
〇
％
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
へ
と
確
実
に
つ
な
が
る
よ
う
加
算
率
の
引
上
げ
を
行

う
。
」
と
説
明
し
て
い
る
（
二
〇
二
四
年
一
月
二
十
二
日
第
二
百
三
十
九
回
社
会
保
障
審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会
資
料
）
。 

 

処
遇
改
善
加
算
の
改
定
案
は
、
具
体
的
に
は
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
、
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
、
介
護
職
員

等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
に
つ
い
て
、
現
行
の
各
加
算
・
各
区
分
の
要
件
及
び
加
算
率
を
組
み
合
わ
せ
た
四
段
階
の
「
介



 

２ 

 

護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
」
に
一
本
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
加
算
率
は
サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
介
護
職
員
の
常
勤
換
算
職
員

数
に
基
づ
き
設
定
す
る
と
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
で
は
現
行
の
三
つ
の
加
算
の
最
上
位
の
合
計
「
二
十

二
・
四
％
」
が
、
新
加
算
（
Ⅰ
）
で
は
「
二
十
四
・
五
％
」
へ
と
二
・
一
％
ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
ら
れ
る
。 

 

こ
の
加
算
率
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
に
二
・
五
％
、
令
和
七
年
度
に
二
・
〇
％
も
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
（
介
護
労

働
者
の
基
本
賃
金
の
一
律
引
上
げ
）
が
で
き
る
理
由
が
不
明
で
あ
る
。 

 

岸
田
首
相
は
、
令
和
六
年
一
月
三
十
日
の
施
政
方
針
演
説
で
、
「
医
療
や
福
祉
分
野
の
幅
広
い
現
場
で
働
く
方
々
に
対
し

て
、
物
価
高
に
負
け
な
い
「
賃
上
げ
」
を
確
実
に
実
現
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
発
言
し
て
お
り
、
今
回
の
報
酬
改
定
で
「
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
へ
と
確
実
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

訪
問
介
護
の
基
本
報
酬
は
、
身
体
介
護
中
心
の
所
要
時
間
三
十
分
以
上
一
時
間
未
満
の
場
合
で
現
行
の
三
九
六
単
位
か
ら

三
八
七
単
位
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
な
ど
二
・
三
％
程
度
の
マ
イ
ナ
ス
改
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
行
の
三
つ
の
加

算
の
最
上
位
の
合
計
「
二
十
二
・
四
％
」
を
取
得
す
る
事
業
所
が
、
新
加
算
（
Ⅰ
）
の
「
二
十
四
・
五
％
」
へ
二
・
一
％
ポ

イ
ン
ト
引
き
上
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
改
定
後
の
基
本
報
酬
に
処
遇
改
善
加
算
を
加
え
た
全
体
と
し
て
、
四
八
五
単
位
か
ら
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四
八
二
単
位
に
下
が
り
三
単
位
の
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。 

 
 

現
行 

 

三
九
六
単
位
＋
（
現
行
加
算
二
十
二
・
四
％
：
三
九
六
単
位×

二
十
二
・
四
％
加
算
＝
八
八
・
七
〇
四
（
四
捨

五
入
）
＝
八
九
単
位
）
＝
四
八
五
単
位 

 
 

改
定
後 

三
八
七
単
位
＋
（
改
定
後
加
算
二
十
四
・
五
％
：
三
八
七
単
位×

二
十
四
・
五
％
加
算
＝
九
四
・
八
一
五
（
四

捨
五
入
）
＝
九
五
単
位
）
＝
四
八
二
単
位 

 
 

政
府
は
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
今
回
改
定
の
処
遇
改
善
加
算
で
も
高
い
加
算
率
を
設
定
し
て
お
り
、
介
護
報
酬
全
体
で

み
れ
ば
プ
ラ
ス
改
定
に
な
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
「
介
護
報
酬
全
体
で
み
れ
ば
プ
ラ
ス
改
定
に
な
る
」
こ
と
の
計
算
根
拠

を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

今
回
改
定
の
加
算
率
引
上
げ
に
よ
り
、
「
令
和
六
年
度
に
二
・
五
％
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
へ
と
確
実
に
つ
な
が
る
」
と
、
な

ぜ
言
え
る
の
か
。 

 
 

政
府
は
令
和
六
年
二
月
～
五
月
の
賃
金
引
上
げ
分
（
介
護
職
員
処
遇
改
善
支
援
補
助
金
）
に
つ
い
て
、
収
入
を
二
％
程
度

（
月
額
平
均
六
千
円
相
当
）
引
上
げ
る
た
め
の
措
置
と
説
明
し
て
き
た
。
訪
問
介
護
で
は
一
・
二
％
の
交
付
率
で
、
こ
の
う

ち
三
分
の
二
以
上
を
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
（
「
基
本
給
」
又
は
「
決
ま
っ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
」
）
に
あ
て
る
こ
と
が
要
件
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と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

今
回
改
定
に
よ
り
、
加
算
率
が
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、
収
入
が
令
和
六
年
二
月
～
五
月
の
二
％
程
度
の
賃
金
引
き
上
げ

に
加
え
、
さ
ら
に
上
乗
せ
し
て
計
二
・
五
％
引
上
げ
る
と
い
う
意
味
か
。
計
算
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

一
方
、
新
加
算
（
Ⅳ
）
の
二
分
の
一
（
七
・
二
％
）
以
上
を
月
額
賃
金
で
配
分
す
る
こ
と
が
要
件
と
あ
る
が
、
こ
の
「
月

額
賃
金
」
の
配
分
が
、
「
二
・
五
％
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
」
に
な
る
と
い
う
意
味
か
。 

 
 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
分
の
全
額
を
一
時
金
で
支
払
っ
て
い
た
配
分
方
法
を
月
額
賃
金

に
変
更
し
、
そ
の
額
が
変
わ
ら
な
い
場
合
も
、
そ
の
額
は
「
二
・
五
％
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
」
に
含
ま
れ
る
と
い
う
認
識
で
相

違
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
今
回
の
加
算
率
引
上
げ
に
よ
り
「
令
和
六
年
度
に
二
・
五
％
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
へ
と
確
実
に
つ
な

が
る
」
と
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
計
算
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

処
遇
改
善
加
算
の
加
算
率
は
令
和
六
年
度
に
引
き
上
が
る
も
の
の
、
令
和
七
年
度
は
令
和
六
年
度
か
ら
変
更
が
な
い
も
の

と
理
解
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
度
の
「
二
・
〇
％
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
へ
と
確
実
に
つ
な
が
る
」
と
、
ど

う
し
て
言
え
る
の
か
。
計
算
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

総
務
省
の
公
表
し
た
消
費
者
物
価
指
数
で
は
、
生
鮮
食
品
を
除
く
総
合
指
数
は
前
年
比
は
三
・
一
％
の
上
昇
（
全
国 

二
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〇
二
三
年
（
令
和
五
年
）
平
均
（
二
〇
二
四
年
一
月
十
九
日
公
表
）
）
と
あ
る
が
、
令
和
六
年
度
の
「
二
・
五
％
の
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
」
目
標
が
、
物
価
高
に
負
け
な
い
「
賃
上
げ
」
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


